
自転車の交通違反に対する違反処理について
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※ 危険行為とは．．．
「信号無視」、「遮断踏切立入り」、「指定場所一時不停止等」、
「歩道通行時の通行方法違反」、「制動装置不良自転車運転」、
「酒酔い運転」など、計15類型が危険行為として規定されている

現状における自転車利用者による交通違反に対する指導取締り等の流れ
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知

自らの行為の危険性・
交通ルール遵守の重要性
を理解させることを重視

⇒ 刑事手続による処理

定型的で大量処理がなじむ
違反種別（一時不停止等）に
ついて、より効率的・効果
的な処理の在り方を検討

（A案）交通反則通告制度
（B案）新たな行政制裁金制度

一定の違反行為
（危険行為※）を
反復して行った
場合

将来的にも
危険行為を行う
おそれが高いと
判断

【悪質・危険な
態様の違反】

・警告に従わずに
継続した場合

・車両や歩行者に
具体的な危険を
生じさせた場合

指導警告

違反取締り

自転車運転者
講習の受講命令

○ 自転車利用者による交通違反に対する指導取締りについては、運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交
通ルールを認識させる機会であることから、自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性が理解さ
れるよう、実効性のある指導警告を行うこととしている。

○ 他方で、警告に従わずに違反行為を継続したり、違反行為により車両や歩行者に具体的な危険を生じさせたりする
など、悪質・危険な態様の違反に対しては、積極的な取締り（検挙措置）を行うこととしている。

○ 交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為（危険行為）を反復して行った自転車利用者については、将
来的にも危険行為を行うおそれが高いものとして、自転車運転者講習の受講命令の対象となる。

【現状の流れ】

＜本検討会の検討事項＞
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自転車の運転者がした比較的軽微な道路交通法違反を非犯罪化（罰則を廃止）し、「行政上の秩序罰（行政制裁金）の対
象行為」とする制度

自転車の交通違反に対する違反処理の今後の在り方（第１回資料の再掲）

Ａ案：交通反則通告制度の対象を自転車まで拡大

Ｂ案：自転車を対象とした新たな行政制裁金制度を創設

裁判所検察庁警 察

捜査例：一時不停止
起訴

不起訴

有罪

無罪
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・懲役
・罰金 等反則告知

反
則
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不納付

反則金：数千円

・懲役 ・罰金
３月以下 ５万円以下

自転車

※ 飲酒運転など、
特に悪質な違反は制度の対象外。

【罰則あり】

裁判所検察庁警 察
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不納付

行政制裁金：数千円

・懲役 ・罰金
３月以下 ５万円以下

自転車

※1 非犯罪のため、
刑事手続には移行しない。

※2 飲酒運転など、
特に悪質な違反は制度の対象外。 【罰則を廃止】
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